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小城市地域公共交通計画（令和４年３月策定） 令和６年３月改訂内容 

新 旧 

（目次） 

 第１章～第１０章（略） 

計画別紙 補助系統に係る事業に概要や割合等を示した一覧表 

 参考資料 

 

（目次） 

第１章～第１０章（略） 

                           

参考資料                          

（P．72） 

 ９－２－４ コミュニティバス（広域循環・巡回バス）・乗合タクシー 

施策 運行路線の維持 

実施事業 コミュニティバス維持と財政支出の抑制 

現在、協議会から運行事業者へ委託を行っているコミュニティバス・乗

合タクシー事業について、今後も路線を維持していくため、財政支出を

行っていきながら、運行事業者と運行収支の改善策等について、協議を

行っていきます。 

※取組の対象となるコミュニティバスの路線については、P20「コミュ

ニティバス路線図」を参照 

（P．72） 

 ９－２－４ コミュニティバス（広域循環・巡回バス）・乗合タクシー 

施策 運行路線の維持 

実施事業 コミュニティバス維持と財政支出の抑制 

現在、協議会から運行事業者へ委託を行っているコミュニティバス・乗

合タクシー事業について、今後も路線を維持していくため、財政支出を

行っていきながら、運行事業者と運行収支の改善策等について、協議を

行っていきます。 

（P．82） 

１０－１ 推進体制 

前段（略） 

毎年度の実施スケジュールについては、１月～３月頃に開催する協議会

（P．82） 

１０－１ 推進体制 

前段（略） 

毎年度の実施スケジュールについては、１月頃に開催する協議会におい

議題第２号 
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において、事業者から提供されたデータやアンケート結果等により達成

状況を把握し、目標値と照らし合わせて評価を実施。 

て前年度の実施状況を確認し評価を実施。 

 

（P．83） 

資料１ 補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表を追加 

 

 

（P．84～87） 

資料 

小城市地域公共交通活性化協議会規約 

地域公共交通活性化協議会 委員名簿 

（P．83～86） 

資料 

小城市地域公共交通活性化協議会規約 

地域公共交通活性化協議会 委員名簿 
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9－2－4 コミュニティバス（広域循環バス，巡回バス）・乗合タクシー

実施事業　コミュニティバス維持と財政支出の抑制

実施スケジュール 実施主体

R4 R5 R6 R7 R8
小城市

交通事業者財政支出の実施

　現在、協議会から運行事業者へ委託を行っているコミュニティバス・乗

　合タクシー事業について、今後も路線を維持していくため、財政支出を

　行っていきながら、運行事業者と運行収支の改善策等について、協議を

　行っていきます。

　※取組の対象となるコミュニティバスの路線については、P20「コミュ

　   ニティバス路線図」を参照

関連する課題

課題１　高齢者ニーズに配慮した公共交通サービスの提供

課題２　「交通空白地」を解消するための公共交通の提供

課題３　各交通機関の連携強化と役割分担

課題４　公共交通関連財政支出の抑制

課題５　市民・交通事業者・行政等による協働の仕組みづくり

課題６　観光客等の新規利用者の確保

課題７　公共交通利用促進のための周知・PR

関連する基本方針

方針１　市民の生活を支える地域公共交通

方針２　地域をつなぐ地域公共交通

方針３　賑わいをつくる地域公共交通

方針４　未来へつなぐ地域公共交通

施　　策　運行路線の維持

各地域内の支線交通として、移動手段を持たない市民の方が日常の生活を行っていくうえで必

要不可欠な交通サービスとなっております。

併せて、他の公共交通との連携や各主要施設へのアクセスを意識した運行ルートを定めており

ますが、近年、利用者は減少傾向となっております。

また、市民の方からは、特にコミュニティバスの運行方法や運行便数等に対する不満や要望が

あることがアンケート等でも判明しており、こうした課題を解決しながら、市民の方が使いや

すい公共交通の実現を目指すことが必要です。
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第１０章 推進体制

10－１ 推進体制

目標の達成に向けて、市民・交通事業者・行政及び関係機関において、課題や情報を共有すると

ともに、公共交通事業がまちづくりと連動し、市民生活を支えるシステムとして確立するように

推進していきます。

事業の実施については、利用者の意向やニーズにあった利便性が高く、持続可能な地域公共交通

の実現に向け、運行内容や仕組みを改善していくことが必要です。このため、各事業の実施にお

いては、PDCAサイクルを活用しながら、小城市地域公共交通活性化協議会において本計画の実

施状況を確認し、評価・見直し等を毎年度実施していきます。

毎年度の実施スケジュールについては、１月～３月頃に開催する協議会において、事業者から提

供されたデータやアンケート結果等により達成状況を把握し、目標値と照らし合わせて評価を実

施。６月頃に開催する協議会において、前年度の事業及び数値目標の達成状況や地域の要望等を

踏まえ、当年度実施する施策を整理していきます。

また、最終年度である令和８年度においては、本計画の５年間の総合評価を行い、次期計画に繋

げていきます。

目標達成
基本方針を基に設定した

アウトカム（成果）指標

の達成

ＰＤＣＡサイクル

計画終了時
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計画別紙

実施主体 運行系統名 起点 経由地 終点 運行の態様 補助事業の活用 役割

晴田線 桜楽館 中村停留所 桜楽館 路線定期 市内各地（主に小城町晴田地区）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

岩松線 桜楽館 横町停留所 桜楽館 路線定期 市内各地（主に小城町岩松地区）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

三里線 桜楽館 アイル 桜楽館 路線定期 市内各地（主に小城町三里地区）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

北回りコース（右回り） ゆめりあ 小城駅 ゆめりあ 路線定期 市内各地（主に三日月町北部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

北回りコース（左回り） ゆめりあ 小城駅 ゆめりあ 路線定期 市内各地（主に三日月町北部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

南回りコース（右回り） ゆめりあ 江口 ゆめりあ 路線定期 市内各地（主に三日月町南部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

南回りコース（左回り） ゆめりあ 江口 ゆめりあ 路線定期 市内各地（主に三日月町南部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

勝・柿樋瀬線（右回り） アイル 乙柳公民館 アイル 路線定期 市内各地（主に牛津町北部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

勝・柿樋瀬線（左回り） アイル 乙柳公民館 アイル 路線定期 市内各地（主に牛津町北部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

砥川線 アイル 永田公民館 アイル 路線定期 市内各地（主に牛津町砥川地区）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

天満町・芦刈町線 アイル 芦刈庁舎 アイル 路線定期 市内各地（主に牛津町南部から芦刈町北部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

広域線（右回り） アイル ゆめりあ アイル 路線定期 市内各地を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

広域線（左回り） アイル ゆめりあ アイル 路線定期 市内各地を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

あしま～る線 社搦 牛王（芦刈庁舎） 牛津駅 路線定期 市内各地（主に芦刈町南部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

やまびこ線 川内 横町停留所 桜楽館 路線不定期 市内各地（主に小城町山間部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

江里山・石体線 石体 横町停留所 桜楽館 路線不定期 市内各地（主に小城町山間部）を運行し、軸となる幹線や地域拠点に接続する。

（備考）

補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表

小城市
（運行は交通事業者に委託）

フィーダー補助

小城タクシー（株）

・上記系統については、役割欄に記載のとおり地域にとって重要な役割を担っており、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を

確保・維持する必要がある

当日差替え資料 議題２
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